
嬉野市オフィス環境整備事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市内におけるＩＴ関連等企業の立地を図り、産業の振興及び

雇用の安定拡大に資するため、市内でオフィス環境の整備を行う者に対して、予

算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、嬉野市補助金等

交付規則（平成１８年規則第４２号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「ＩＴ関連等企業」とは、入居するオフィスにおいて、

次に掲げる事業を主たる事業として営む事業者をいう。 

（１） 情報サービス業（日本標準産業分類）及びそれに類する事業 

（２） インターネット附随サービス業（日本標準産業分類）及びそれに類する

事業 

（３） バックオフィス（経理、総務、人事等の管理業務又は書類の収発、デー

タ入力等の事務作業等の業務を集約的に行う事業）及びコールセンター（日本

標準産業分類） 

（４） 機械設計業（日本産業分類）、商品検査業（日本標準産業分類）、非破

壊検査業（日本標準産業分類）及び研究開発支援検査分析業（製造業者、研究

機関等が研究開発を行う際に必要とする支援業務（各種検査・分析、試料等の

試作を受託に基づき提供する業務）を営む事業） 

（５） 事業所を統括し、又は管理する本社機能（調査・企画部門、情報処理部

門、研究開発部門、国際事業部門及びその他管理業務部門） 

２ この告示において「オフィススペース」とは、ＩＴ関連等企業によりその事務

所又は事業所として利用されることを目的として整備された賃貸用業務施設（共

用会議室を含む。）をいう。 

３ この告示において「オフィスビル」とは、オフィススペースをその用途の一つ

として整備された建築物をいう。 

４ この告示において「対象入居企業」とは、次条に定める対象施設に入居するＩ

Ｔ関連等企業のうち、本市と立地に係る協定を締結した者をいう。 

（補助事業者） 

第３条 補助の交付を受けることができる者は、別表第１に定める補助金の対象と

なるオフィスビル又はオフィススペース（以下「対象施設」という。）の整備を

行い、賃貸により対象入居企業に対象施設を使用する権利を提供する者で、別表

第２に定める要件を満たし、次条により市長が承認したものとする。 



（事業承認） 

第４条 補助事業者は、対象施設の取得又は工事に着手する日の３０日前までに、

嬉野市オフィス環境整備事業承認申請書（様式第１号。以下「事業承認申請書」

という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認

めるときは、補助事業者に対し、嬉野市オフィス環境整備事業承認通知書（様式

第２号）により通知するものとする。 

３ 第１項の事業承認申請書の受付期限は、令和６年９月３０日までとする。ただ

し、事業承認申請書の提出者が多数に及ぶ場合は、受付期限前に受付を終了する

ものとする。 

４ 補助事業者は、市と協力し、対象施設へのＩＴ関連等企業の誘致に努めなけれ

ばならない。 

（変更手続） 

第５条 補助事業者は、前条第２項の規定により事業承認を受けた後、その内容に

変更が生じたときは、嬉野市オフィス環境整備事業内容変更承認申請書（様式第

３号）により市長に申請しなければならない。 

（交付要件等） 

第６条 補助金の交付要件、補助金の額及び限度額は、別表第３のとおりとする。

なお、補助事業者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する

者であってはならない。 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３） 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

（４） 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を

与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

（５） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直

接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

（６） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（７） 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

（８） 前各号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他

の団体又は個人 



（整備完了報告） 

第７条 補助事業者は、対象施設の整備の完了後３０日以内に、嬉野市オフィス環

境整備事業対象施設整備完了報告書（様式第４号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の報告内容を検査した結果、適当であると認めるときは、嬉野市

オフィス環境整備事業対象施設整備完了確認通知書（様式第５号）により通知す

るものとする。 

（補助金の交付申請及び実績報告） 

第８条 規則第５条に規定する補助金交付申請書及び規則第１５条に規定する実績

報告書は様式第６号のとおりとし、別表第４に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

２ 前項の補助金交付申請書及び実績報告書は、補助事業者が別表第３に定める交

付要件を満たした日から１か月以内又は毎年度３月１５日のいずれか早い日（交

付要件を満たした日が３月１６日以降３月末までに到来したときは、３月末日ま

で）とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定により申請等を受けた場合において、その内容を審査

し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、嬉野市オフィ

ス環境整備事業費補助金交付決定通知書（様式第７号）により補助対象者に通知

するものとする。 

（補助金の交付） 

第１０条 規則第１８条第２項に規定する補助金等交付請求書は、様式第８号のと

おりとし、その提出部数は１部とする。 

（事業の休止又は廃止） 

第１１条 補助事業者は、対象施設を業務開始後５年以内に休止し、又は廃止しよ

うとするときは、様式第９号により速やかに市長に届け出なければならない。た

だし、災害、倒産その他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

２ 休止とは、対象施設に係る事業の全てを１年以上停止させることをいう。 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき

は、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の全部又は一部を取り消すことが

できる。 

（１） 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

（２） 補助金を交付目的に反して他の用途に使用したとき。 



（３） 補助金の交付の内容、条件その他法令等又は指示に違反したとき。 

（４） 第６条各号の規定のいずれかに該当することが判明したとき。 

（５） 災害、倒産その他市長がやむを得ないと認める場合を除き、交付決定を

受けた日から起算して５年以内に対象施設としての用途を変更、譲渡したとき。 

２ 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場

合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の全部

又は一部を返還させることができる。 

（補則） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、補助金等の交付等に関して必要な事項は、

別に定めることができる。 

附 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第３条関係） 

補助金の対象施

設の要件 

補助金の対象となる施設は、次に掲げる要件を全て満たすものと

する。 

（１） 本市内において新たに整備するものであること。 

（２） 新築のもの又は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

における昭和５６年６月以降の新耐震基準に適合する施設の改

修によるものであること。 

（３） 新築の場合は、ＯＡフロア、非常用発電設備及び２４時間

セキュリティ設備が完備されていること。施設改修の場合は、そ

れらの設備その他ＩＴ関連等企業に必要な設備が可能な限り整

備されていること。   

（４） 共用部分を除く対象施設に係る部分の床面積が８０平方メ

ートル以上であること。 

（５） 対象施設への入居企業は、原則として、この告示に定める

ＩＴ関連等企業とすること。 

（６） その他法令に合致しているものであること。 

別表第２（第３条関係） 

補助事業

者の要件 

次の要件の全てを満たすものとする。 

（１）嬉野市内に本店又は支店その他の事業所を有する者で、市税に係る

徴収金を完納していること。 

（２）消費税及び地方消費税に係る徴収金並びに法人にあっては法人税に

係る徴収金を完納していること。 

（３）個人にあっては、県内の在住市町が課する個人住民税に係る徴収金

を完納していること。 

 



別表第３（第６条、第８条関係） 

補助金の

交付要件 

次の各号の全てを満たすものとする。 

（１）第４条第２項の事業承認通知の交付を受けていること。 

（２）令和７年３月末までに、対象入居企業１社以上との賃貸借契約を締

結していること。なお、対象入居企業は補助事業者又は補助事業者と

資本関係にある企業でないこと。 

補助対象

経費 

対象施設の整備（店舗等他の目的に使用する部分を除く。）に必要な工

事費、調査設計費その他市長が必要と認める経費（消費税及び地方消費税

相当額を除く。）とする。 

他の目的を持つ施設を、同一建物内に複合施設として整備する場合に

は、単独で持つことが合理的でないと認められる廊下、階段、機械室、玄

関、事務室等を共用部分として取り扱うことができる。共用部分の整備は、

原則としてそれぞれの専有面積により按分して補助対象経費を決定する

ことができるものとする。 

遊休施設（現に使用されていない施設をいう。）等を取得して、オフィ

スビルに改修する場合、建物取得経費も補助の対象とし、複合施設及び共

用部分は上記の例により取り扱う。ただし、土地の取得等に要した経費、

既存施設の解体に要した経費は含まれないものとする。 

補助金の

額及び限

度額 

補助対象経費に３分の１を乗じて得た額とする（千円未満切捨て）。交

付限度額については、対象施設１棟当たり５，０００千円とする。 

別表第４（第８条関係） 

提出書類 （１）法人にあっては登記事項証明書 

（２）個人にあっては、住民票の写し 

（３）本市内に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、本市

が発行した市税（延滞金等を含む。）の全項目に未納がないことを確認

できる納税証明書 

（４）税務署長が発行した消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法

人税に未納がないことを確認できる納税証明書 

（５）個人にあっては、県内の在住市町が課する個人住民税に未納がない

ことを確認できる納税証明書 

（６）対象施設の建物の登記事項証明書 

（７）対象入居企業との賃貸契約書の写し 

 


